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令和７年１０月２８日（火）   会  場  あわぎんホール（徳島県郷土文化会館） 

                      徳島市藍場町２丁目１４番地 

 

 

 １３：３０ ～        開  会 

 

 

 １３：３５ ～        開会挨拶  徳島労働局職業安定部長 森 広茂 

 

 

１３：４０ ～        講  演 

                 演 題  徳島水平社 100 年の歩みから学ぶ 

                      ～いま私たちにできること～ 

 

                 講 師  森本 喜代貴 氏 

 

 

                質疑応答 

 

 

 １５：２０ ～        研  修   

公正な採用選考について 

                      徳島労働局職業対策課長 喜多 一之 

 

 

 １５：３０ ～        人材開発支援助成金に関する御案内 

                    徳島労働局職業対策課長補佐 湯浅 和典 

 

 

１５：５５ ～        閉会挨拶  徳島労働局職業対策課長 喜多 一之 

 

 

 １６：００          閉  会 

 

 

日 程 



～いま私たちにできること～

●講　　　師

●日　　　時

●開 催 方 法

●参加対象者

森本 喜代貴 さん

令和7年10月28日（火）　（開会）13時30分～
会場参加 及び オンライン参加
県内の企業トップクラス及び
公正採用選考人権啓発推進員

〈方 法〉
〈受 付〉

ZOOM ウェビナー
13時00分～

〈場 所〉あわぎんホール 4階大会議室
（徳島県郷土文化会館）

☎

〈受 付〉13時00分～

もりもと　 き　よ たか

　　　　主催／徳島労働局・ハローワーク（公共職業安定所）
お問い合わせ／徳島労働局 職業安定部 職業対策課 ☎088（611）5387

オンライン参加

会場参加



講師プロフィール

講師からのメッセージ

森本 喜代貴 さん
もりもと　 き　よ たか



〇〇さんですね。お待たせしました。人事担当の〇〇です。

1 筆記試験は難しかったですか。

2 ご両親の出身地はどこですか。

3 （外国人に）在留カードを見せてください。

4 履歴書に記入の性別は女（男）とありますが、見た目は違いますね？

5 家族構成を教えてください。

6 家族の職業、勤務先、役職を教えてください。

7 小さい子どもはいますか。

8 子どもの面倒を見てくれる人は近くにいますか。

9 保護者の姓が〇〇となってますが、どういう関係ですか。

10 家は持ち家ですか、借家ですか。

11 応募に際し、当社のことを調べてみましたか。

12 当社に対して、どのような感じ（イメージ）を持っていますか。

13 尊敬する人物は誰ですか。

14 愛読書は何ですか。

15 （求人票の応募条件の記載において）明るく元気な人を募集しています。

16 あなたの短所を教えてください。また、それをどう克服したか教えてください。

17
○○の仕事は□□の能力が必要です。自分の□□する能力についてどのように考
えていますか。（根拠は？）

18 過去にお勤めしていたようですが、どんなお仕事をしていたのですか。

19 この仕事は、○○という点が大変苦労する点です。あなたならどう工夫しますか。

20 １か月に〇時間位残業がありますが、よろしいですか。

本日はありがとうございました。以上で面接は終了です。
気を付けてお帰りください。

面接時



 
 面接時のその質問、大丈夫？ 

～公正な採用選考を行うために～ 

   

 面接では、応募者がどんな性格か、コミュニケーション能力はどうか、求める能力を持ってい

るかなど、応募者の適性や能力、やる気、人柄などを総合的に見極め、採否を決定する必要があ

ります。 

 30 分程度の面接で全てを見極めるためには、どんな点を見極める質問か事前に質問内容を検

討しておき、必要な質問を簡潔に、かつ本心を聞くために必要に応じて掘り下げて質問する必要

があります。 

 その際、「本人に責任のない事項」「本来自由であるべき事項（思想・信条にかかわるこ

と）」などの就職差別につながる恐れのある事項は避け、応募者が「職務遂行のために必要な適

性・能力」をどの程度有するかを評価するために必要な事項を質問するようにしましょう。 

 面接の流れの中でうっかり聞いた事柄や応募者の気持ちをやわらげようと聞いた事柄の中に

も、就職差別につながるおそれのある事項が含まれていたり、応募者を傷つけたり人権を侵す場

合があります。 

 公正採用選考の基本的な考えを十分理解し、すべての応募者に公平な対応ができるよう、あら

かじめ質問事項や留意点について、面接マニュアルなどを整理しておいたり、事前に打ち合わせ

をするなど、面接担当者全員で確認・徹底しましょう。 

   

  ▶ 質問例     解 説        

   

○○さんですね。お待たせしました。 

人事担当の○○です。 
〇 導入質問として、応募者の緊張をほぐすため、応募者

が答えやすい身近な質問から始めましょう。 

 応募者が委縮していると本来の実力が発揮できず、見

逃してしまうかもしれません。 

筆記試験は難しかったですか。 〇 

当社を知ったきっかけは何ですか。 〇 

あなたの本籍地はどこですか。 ×  本籍を質問することは結果的に就職差別につながる恐

れがあり、出自を理由とした差別や偏見を招くおそれが

あり、本人を不安にさせる行為です。戸籍に関する書類

を提出させることも同じです。 

ご両親の出身地はどこですか。 × 

あなたの生まれたところはどこですか。 × 

（外国人に）国籍はどこですか。 × 
外国人（在日韓国・朝鮮人を含む）の場合、選考段階

において「在留カード」や「特別永住者証明書」などを

提示させることは、国籍など適性・能力に関係ない事項

を把握することにより、採否決定に偏見が入ったり、応

募機会が不当に失われたりするおそれがあります。 

採用選考時は口頭、又は書面による確認とし、採用内

定後に「在留カード」の提示を求めるという配慮が必要

です。 

（外国人に）在留カードを見せてくださ

い。 
× 

履歴書に記入の性別は女（男）とありま

すが、見た目は違いますね？ 
× 

 外見だけで性別を判断することは個人の価値観やジェ

ンダー表現と一致しない場合があり不適切です。自らの

性を履歴書や面接時等に述べることを望まない方もいま

す。性別の確認が真に必要な場合には、その理由を説明

し、本人の十分な納得の上で行うことが必要です。 

 十分な納得が得られないまま回答を強要したり、蔑称

とされる表現を用いたりすることは、人権侵害につなが

る可能性もあるため注意が必要です。 

性別適合手術はしているの？ × 
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 面接時のその質問、大丈夫？ 

  1 

 

 

  

   

  ▶ 質問例     解 説        

   

家族構成を教えてください。 × 
 家族の職業（有無・職種・勤務先など）・続柄（家族

構成を含む）・健康・病歴（遺伝性疾患の家系か等）・

地位・学歴・収入・資産などは、応募者本人に責任のな

い事項です。 

 応募者をリラックスさせるために話題に出しただけと

いう場合もありますが、把握してしまえば、知らないう

ちに予断や偏見を招き、本人に対する評価・見方にフィ

ルターがかかります。 

 また、家族についての様々な事情に立ち入ることにも

なり、本人を傷つけたり動揺させて面接時に実力を発揮

できなくさせ、結果としてその人を排除してしまうこと

にもなりかねません。 

 転勤や緊急対応の可否を判断するため等の理由がある

場合は、「転勤のお願いにあたり配慮すべきことはあり

ますか」「オンコール対応（○○分以内の出勤）があり

ますが対応は可能ですか」といったようなたずね方をし

ましょう。 

家族の職業、勤務先、役職を教えてく

ださい。 
× 

両親は共働きですか。 × 

小さい子どもはいますか。 × 

子どもの面倒を見てくれる人は近くに

いますか。 
× 

家族の学歴は？ × 

家族の収入はどれくらいですか。 × 

兄弟はいますか。 × 

保護者の姓が○○となっていますが、

どういう関係ですか。 
× 

家は持ち家ですか、借家ですか。 × 
住宅状況や不動産の有無など家の資産を把握すること

は、補償能力を判断したり、資産の程度・住居環境など

から家柄や育ちの良否を推量し、偏見を持って応募者の

人格を判定することにつながるおそれがあります。これ

らはいずれも、業務を遂行する適性・能力とは関係がな

い事項です。 

 家は一戸建てですか。 × 

家の周辺にどんな施設がありますか。 × 

不動産をお持ちですか。 × 

当社を希望した理由を教えてくださ

い。 
〇 

志望動機は入社の本気度を見極める重要な質問です

が、応募者もあらかじめ答えを用意しています。 

 応募者の回答に対して、さらに掘り下げた質問や切

り込んだ質問を行うことにより、動機の本質を見極め

ましょう。 

 

※質問の回答として、本人から家族のことなど、本人

の適性や能力と関係のない回答があった場合は、回答

終了後に採用選考には影響しないことを説明する等の

配慮するよう心がけましょう。 

応募に際し、当社のことを調べてみま

したか。 
〇 

当社はどのようなものを製造（販売な

ど）しているか知っていますか。 
〇 

当社に対して、どのような感じ（イメ

ージ）を持っていますか。 
〇 

○○に興味があるとのことですが、ど

のようなきっかけや理由からですか。 
〇 

○○の仕事なら、他社でもやっている

と思いますが、当社を選ばれた理由は何

ですか。 
〇 

あなたの信条は何ですか。 × 
 「思想・信条」「宗教」「支持政党」「人生観」な

どは、信教の自由、思想・信条の自由など、憲法で保

障されている個人の自由権に属する事柄です。それを

採用選考に持ち込むことは、基本的人権を侵すことで

あり、厳に慎むべきことです。 

尊敬する人物は誰ですか。 × 

政治や政党に関心がありますか。 × 

愛読書は何ですか。 × 
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 面接時のその質問、大丈夫？ 

  2 

     

  ▶ 質問例     解 説        

   

自分のセールスポイントはどんなとこ

ろだと思いますか。 
〇 

 自己ＰＲや学生時代に力を入れてきたこと、専門的に

学んでいることなどの回答から、自社や募集職種に対す

る適性や求める能力があるか判断します。 

 企業の特質、採用職種などを考慮して質問を決めてく

ださい。 

 

 専門的職業、技能工などを採用する場合には、その職

種の専門的な知識等についての質問をします。 

 

 

※ 「明るく元気な人を募集」と求人の応募条件が記載

されていることがありますが、人によって明るさや元気

の基準は違います。 

 

※ 短所についての質問は、それをどう工夫して克服し

たかを評価の基準とすることが多いですが、短所は人そ

れぞれに違うものであり、応募者によっては身体的特徴

や健康状態を短所として考えている場合がありますの

で、短所について問われる精神的動揺の大きさに配慮し

ましょう。 

 困難に対してどう工夫したかを問う質問であれば、例

えば「学生生活（仕事）で直面した困難な出来事に対し

てどう工夫したか」等の形を変えた聞き方を検討しまし

ょう。 

周りからどんな人間だと言われていま

すか。 
〇 

（求人票の応募条件の記載において） 

明るく元気な人を募集しています。 
× 

学生時代に最も力を入れて取り組んで

きたことは何ですか。 
〇 

あなたの短所を教えてください。 

また、それをどう克服したか教えてく

ださい。 

× 

応募職種については、○○の専門的知

識が必要ですが、どの程度知識がありま

すか。 
〇 

○○の仕事は□□の能力が必要です。

自分の□□する能力についてどのように

考えていますか。 

（根拠は？） 

〇 

過去にお勤めしていたようですが、ど

んなお仕事をしていたのですか。 
〇 

採用された場合、あなたのどのような

能力を活かして、どのように仕事をして

みたいですか。 
〇 

何か特技・資格がありますか。（ある

場合、種類、取得時期などを質問。） 
〇 

この仕事は、○○という点が大変苦労

する点です。あなたならどう工夫します

か。 
〇 

従事する職務の内容、残業の有無、勤務形態、転勤、

賃金等、労働条件を説明し、本人に労働条件の確認等

をさせます。 

採用後早期に退職してしまうことのないように、応募

している職種の内容、労働条件等についてどこまで知

って応募しているのかを判断する質問です。 

 

この営業という仕事は、製造現場と違

いお客様の都合に左右されます。その点

についてはどう考えていますか。 
〇 

仕事で車を運転することがあります

が、どのくらいのキャリアがあります

か。 

〇 

仕事は、立って（座って）することが

多くなりますが、大丈夫ですか。 
〇 

１か月に〇時間位残業がありますが、

よろしいですか。 
〇 

年に〇回位県外に出張することがあり

ますが、よろしいですか。 
〇 

県内・県外の営業所へ転勤することが

ありますが、よろしいですか。 
〇 

３交代勤務ですが、通勤は問題ないで

すか。 
〇 

こちらからお尋ねすることは以上です

が、何か質問又は当社に入社された場合

の希望・条件などはありますか。 
〇 
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 面接時のその質問、大丈夫？ 

  3 

 

 

   

  ▶ 質問例     解 説        

   

職種に関係なく健康診断書を一律に

提出させる。 
× 

 労働安全衛生規則第43条に「雇入時の健康診断」が

規定されていることを理由に、採用選考時に一律に血

液検査等の健康診断を実施したり、健康診断書の提出

を求める事例が見受けられます。 

 この「雇入時の健康診断」は常時使用する労働者を

雇い入れた際における適正配置、入職後の健康管理に

役立てるために実施するものであって、採用選考時に

実施することを義務づけたものではなく、応募者の採

否を決定するためのものではありません。 

 採用選考時における「健康診断」は、その必要性を

慎重に検討し、それが応募者の適性と能力を判断する

上で合理的かつ客観的に必要である場合を除いては実

施しないようにしましょう。 

 真に必要な場合であっても、応募者に対して検査内

容とその必要性についてあらかじめ十分な説明を行っ

たうえで実施することが求められます。 

本日はありがとうございました。以

上で面接は終了です。 
〇 

 最後に、気持ちを張り続けている応募者の心情を察

して、労をねぎらう言葉が欲しいものです。 

採否結果は、○○日頃までに□□

（文書、メール等）で連絡します。 
〇  

本日はお疲れさまでした。気をつけ

てお帰りください。 
〇  

   

   

 

（出典） 
 「採用と人権 －公正な採用選考のために－」 

（徳島労働局職業安定部/ハローワーク（公共職業安定所）/徳島県商工労働観光部） 

 「事業主の皆様へ 採用選考自主点検資料 ～公正な採用選考を行うために～」 
            （厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク（公共職業安定所）） 
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履　歴　書 　 　 年 　 　月  　　日現在 年 月

 氏　　名

※性別

 ふりがな  電話

（現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入）

※「性別」欄：記載は任意です。未記載とすることも可能です。

月

月 学　歴・職　歴（各別にまとめて書く）

 電話

 連絡先　〒

年

年

 ふりがな

 現住所　〒

 ふりがな

学　歴・職　歴（各別にまとめて書く）

　　　　   年　　　月　　　日生　　（満　　歳）　　

 本人希望記入欄（特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入）

　志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど

免　許・資　格

写真をはる位置

写真をはる必要が

ある場合

1. 縦

横

2.本人単身胸から上

3.裏面のりづけ



削除

押印削除

長所
→アピールポイント

追記

追記

長所
→アピールポイント

○新たな職業相談票（乙） ○従来の職業相談票（乙）

職業相談票（乙）主な変更点

削除

追記

削除

別紙２



　　　　　　　（応募書類　　その１）

　　　履　　　　　歴　　　　　書

　　　　令和　　　年　　　月　　　日現在

ふりがな 性別

氏　名

ふりがな

〒

ふりがな

〒

　　　　　

全国高等学校統一用紙（文部科学省、厚生労働省、全国高等学校長協会の協議により平成17年度改定）

　　写真をはる位置

　　　（３０×４０mm）

資
　

　
格
　
　
等

取　得　年　月 資　格　等　の　名　称

備
考

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　   　　　　　　　　　　　

生年月日  昭和　・　平成   　　  　　年　　　　月　　 　日 生  （満　 　　　歳）

現住所

連絡先

（連絡先欄は現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入すること）

志
　

望
　
の
　
動
　
機

学
　

歴
　
・
　
職
　
歴

 平成
　　　　 　　年　  　月
 令和

趣
味

・
特
技

 平成
　　　　 　　年　  　月
 令和

校
内

外
の
諸
活
動

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高等学校入学

 平成
　　　　 　　年　  　月
 令和

 平成
　　　　 　　年　  　月

 令和

（職歴にはいわゆるアルバイトは含まない）

 平成
　　　　 　　年　  　月
 令和

 平成
　　　　 　　年　  　月
 令和

○新たな統一用紙（履歴書）

○従来の統一用紙（履歴書）

全国高等学校統一用紙主な変更点（履歴書）

削除

「在籍校」欄と「職歴」欄に分離

「在籍校」欄と「職歴」欄に分離

記載内容の変更

記載内容の変更

追記

削除

追記

罫線追記

別紙１



　　　　（応募書類　　その２）

１年 ２年 ３年 ４年

性別

　入学

　（第　　学年）　編入学・転入学

教科 １年 ２年 ３年 ４年 教科 １年 ２年 ３年 ４年

１年 ２年 ３年 ４年

全国高等学校統一用紙（文部科学省、厚生労働省、全国高等学校長協会の協議により平成17年度改定）

総合的な学習の時間 　　　　　　　　　　（校長名）　　　　　　　　　    　  　　　　　               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

留　　　　学

修得単位数 　　　　　　　　　　（学校名）　

　　　　　　　　　　(電話番号)　　　　　　　　　　　                                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　令和　　　　年　　　　　月　　　　　日

　　　　　　　　　　（所在地）　〒　

　　　　　上 記 の 記 載 事 項 に 誤 り の な い こ と を 証 明 し ま す 。

記　　載　　者 　

本
人

の
長
所
・
推
薦
事
由
等

（視力欄にＡ～Ｄが記入されている場合、Ａ：1.0以上、Ｂ：1.0未満0.7以上、Ｃ：0.7未満0.3以上、Ｄ：0.3未満を表す）

学　  　    　習      　　　　の      　　　　記      　　　　録

教 科  ・  科 目 評      定 教 科  ・  科 目 評      定
体重 左　　　（　　） 左

科       目 科       目

　　　　　　　　身　　　体　　　状　　　況　　　　　　　　　　　　　　  　  検査日・平成  令和　　　年　　　月

身長 　　　　　　ｃｍ 視
　
力

右　　　（　　） 聴
　
力

右 備
　
考　　　　　　ｋｇ

ふりがな

現
住

所
氏名

学校
名

在
学

期
間

課程
名

　全・定・通
学
科
名

　　　　　　　　　　　　科
平成
　　　　　　年　　　月　　卒業　・　卒業見込
令和

　　　調　　　　　査　　　　　書
特
別
活
動
の
記
録

出
　

席
　
状
　
況

欠　席　日　数

欠　　席　　の
主　な　理　由

 昭和 ・平成　　　　年　　　　月　　　　日生

平成
　　　　　　  年　　月
令和

印

印

○新たな統一用紙（調査書）

○従来の統一用紙（調査書）

全国高等学校統一用紙主な変更点（調査書）

削除

欄の追加

削除

変更

変更

追記

変更

削除

別紙１



（注）黒インクまたは青インク、楷書、算用数字を使用

※「性別」欄：記載は任意です。未記載とすることも可能です。

志望の動機

特　　　技
資　　　格

趣　　　味

電話番号

現 住 所

〒

( 　 )

クラブ活動
スポーツ・

文化活動などふりがな 電話番号

連 絡 先

〒                   （現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入）

( 　 )

自覚している
性　　　　格年号 年 月 学　　歴　・　職　　歴

（注）黒インクまたは青インク、楷書、算用数字を使用

〈新規大学等卒業予定者用標準的事項の参考例〉

履　　歴　　書

写真をはる位置
(30mm×40mm)

自　己　紹　介　書

令和 　　年　　 月　　 日 現在

ふりがな 性　別

氏 　名

　　　　　　大学　　　　　　　　学部　　　　　　　　学科

得意な科目
及　び

研究課題

生年月日 平成　　　　　　年　 　　月　　　 日（満　　歳）

ふりがな

 特　　　技
資　格　等

志望の動機
アピール

ポイント等

電話 番号

連 絡 先

〒                   （現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入）

 ( 　 )

 趣　　　味

 自覚している
 性　　　　格年号 年 月 学　　歴　・　職　　歴

〈新規大学等卒業予定者用標準的事項の参考例〉

履　　歴　　書

写真をはる位置
(30mm×40mm)

自　己　紹　介　書

 令和 　　年　　 月　　 日 現在

ふりがな ※性別

氏 　名

　　　　　　大学　　　　　　　　学部　　　　　　　　学科

得意な科目
及　び

研究課題

生年月日  平成　　　　　　年　 　　月　　　 日（満　　歳）

ふりがな 電話 番号

現 住 所

〒

 ( 　 )

クラブ活動
スポーツ・

文化活動などふりがな

変

現行

削除

変更

追記

追記

追記

変更

削除

削除

削除































事業主のみなさまへ

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実

現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。

この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

令和８年７月令和６年４月令和５年度

２.７％⇒２.５％⇒２.３％民間企業の法定雇用率

37.5人以上40.0人以上43.5人以上対象事業主の範囲

◆ 毎年６月１日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任（努力義務）

障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。（令和６年４月以降）
Point
①

障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。

LL070401障02

除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、令和７年４月１日から以下のよ
うに変わりました。(これまで除外率が10％以下であった業種は除外率制度の対象外となりました。)

除外率除外率設定業種

５％・非鉄金属第一次製錬・精製業 ・貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く）

１０％・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業（信書便事業を含む）

１５％・港湾運送業 ・警備業

２０％・鉄道業 ・医療業 ・高等教育機関 ・介護老人保健施設 ・介護医療院

２５％・林業（狩猟業を除く）

３０％・金属鉱業 ・児童福祉事業

３５％・特別支援学校（専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く）

４０％・石炭・亜炭鉱業

４５％・道路旅客運送業 ・小学校

５０％・幼稚園 ・幼保連携型認定こども園

７０％・船員等による船舶運航等の事業

除外率が引き下げられました。（令和７年４月）
Point
②



厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

Ｑ１． 障害者雇用納付金の取扱いはどうなるのでしょうか？

Ａ１． ①令和６年度分の障害者雇用納付金について（※申告期間：令和７年４月１日から同年５月15日までの間）

新しい法定雇用率（2.5％）で算定していただくことになります。

②令和８年度分の障害者雇用納付金について（※申告期間：令和９年４月１日から同年５月17日までの間）

令和８年６月以前については2.5％、

令和８年７月以降については2.7％で算定していただくことになります。

Ｑ２． 障害者を雇用する場合に活用できる支援制度はありますか？

Ａ２． 障害者雇用のための各種助成金や職場定着に向けた人的支援など、様々な支援制度をご利用いただけます。サポー

トを実施している機関は様々ありますので、まずは事業所管轄のハローワークにご相談ください。

「障害者雇用のご案内」：https://www.mhlw.go.jp/content/000767582.pdf

Ｑ ＆ Ａ

障害者雇用における障害者の算定方法が変更となりました。
Point
③

精神障害者の算定特例の延長（令和５年４月以降）。
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れか
らの期間等に関係なく、１カウントとして算定できるようになりました。

一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定（令和６年４月以降）。

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者につ
いて、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになりました。

障害者雇用のための事業主支援を強化しました。（令和６年４月以降）Point
④

「障害者雇用相談援助事業」が始まっています。
◆ 障害者雇用に関する相談援助を行う事業者から、原則無料で、雇入れやその雇用継続を図るた
めに必要な一連の雇用管理に関する相談援助を受けることができるようになりました。

（「障害者雇用相談援助事業」利用のご案内：https://www.mhlw.go.jp/content/001245754.pdf）

障害者雇用関係の助成金を拡充・新設しました。

◆ 加齢により職場への適応が難しくなった方に、職務転換のための能力開発、業務の遂行に必
要な者の配置や、設備・施設の設置等を行った場合に、助成が受けられるようになりました。

◆ 障害者介助等助成金の拡充（障害者の雇用管理のための専門職や能力開発担当者の配置、介助
者等の能力開発への経費助成の追加）や職場適応援助者助成金の拡充（助成単価や支給上限額、
利用回数の改善等）の他、職場実習・見学の受入れ助成を新設しました。
（各種助成金の詳細はこちら：https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html）

Ｑ３．今後の法定雇用率について、国や地方公共団体等の取扱いはどう変わりますか？

Ａ３． 国や地方公共団体等の法定雇用率については、令和８年７月１日から3.0％と民間企業と同様に引き上げとなりま

す。また、都道府県等の教育委員会の法定雇用率については、令和８年７月１日から2.9％となります。

なお、除外率制度について、民間企業と同様に令和７年４月から10ポイント引き下げられました。
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